
 

第 74回岩手県環境影響評価技術審査会 

 

日 時  平成 29年 11月 27日(月) 13:30～ 

場 所  エスポワールいわて３階特別ホール 

 

次    第 

 

１ 開     会 

 

２ 議     事 

(１) 「（仮称）大船渡バイオマス火力発電事業環境影響評価方法書」について 

   （資料№1～資料№4） 

(２) その他 

 

３ 閉     会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配付資料】 

資料№1：（仮称）大船渡バイオマス火力発電事業に係る環境影響評価手続状況 

資料№2：（仮称）大船渡バイオマス火力発電事業環境影響評価方法書に対する意見（大船渡市） 

資料№3：（仮称）大船渡バイオマス火力発電事業環境影響評価方法書意見の概要 

資料№4：（仮称）大船渡バイオマス火力発電事業環境影響評価方法書に対する委員からの事前質問・意見及び

事業者回答 



 



（仮称）大船渡バイオマス火力発電事業に係る届出等の状況 

 

 

事業の名称 （仮称）大船渡バイオマス火力発電事業 

適用区分 条例第２種 

事業の種類 火力発電所の設置の事業 

事業の規模 出力 112,000kW 

事業の実施区域（予定地） 
大船渡市赤崎町字山口 179 番（大船渡港永浜・山口

地区工業用地） 

事業者の名称 前田建設工業株式会社 

概要書 

提出（届出） 平成２８年 ４月２２日 

現地調査 平成２８年 ５月１３日 

技術審査会の審査 平成２８年 ６月 ２日 

第２種事業の判定 平成２８年 ６月２０日 ※届出の日から６０日以内 

方法書 

提出 平成２９年  ６月１４日 

縦覧期間 平成２９年 ６月１５日～平成２９年 ７月１４日 

住民等の意見書の提出期間 平成２９年 ６月１５日～平成２９年 ７月２８日 

説明会 
平成２９年 ６月２７日～平成２９年 ６月２８日 

平成２９年 ７月１８日 

意見の概要書の受理 平成２９年 ９月１２日 

技術審査会の審査 平成２９年１１月２７日 

知事意見の送付 
平成２９年  月  日 

（期限：平成２９年１２月１１日）※90 日 
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「(仮称)大船渡バイオマス火力発電事業環境影響評価方法書」に対する委員 

からの事前質問・意見及び事業者回答 

 

【１】 

《方法書》全体 

 ６月 27・28 日に行われた方法書の地域住民への説明会において、地域住民の方々から出さ

れた意見をできるだけ詳しく教えていただきたい。          （平井 勇介委員） 

【回答】 

「環境影響評価方法書についての意見と事業者の見解」の第 3 章に示した説明会開催記録のと

おりです。 

 

 

【２】 

《方法書》p3,p17 

 燃料の木質バイオマスは、どの地域から購入するのかお教えいただきたい。 

（由井 正敏委員） 

【回答】 

基本的に北米からペレットを輸入する計画としています。また、安定供給等の条件が合えば東

南アジア産等についても対象とする可能性があります。 

国内については、近隣市町村からの供給があれば優先的な受け入れを検討させていただきます。 

 

 

【３】 

《方法書》p15 

「発電用燃料の種類は、バイオマス（木質ペレット等）」とあるが、100％木材ということ

でよいか。100％木材でない場合、その他の成分としてどのようなものを想定し、受け入れ基

準（規格）、基準確認方法等はどのように行う予定であるか。 

また、バイオマスが廃棄物に該当する場合、廃棄物処理施設としても評価を行う必要があ

る。                         （環境保全課・資源循環推進課） 

【回答】 

発電用燃料としては 100％木材で計画しており、石炭等その他の成分は想定していません。形

態としては木質ペレットにて利用する計画ですが、一部木質チップとしての利用も想定していま

す。 

なお、本施設はバイオマス火力発電事業として計画しているものであり、有価物（燃料）とし

てバイオマス（木質ペレット等）を活用するものです。計画施設は廃棄物処理施設として申請す

る予定はなく、計画施設で廃棄物を処理することはできません。 

 

 

【４】 

《方法書》p16 

(3) 発電用燃料の種類及び年間使用量に「バイオマスは輸入により調達する計画であるが、

地域のバイオマスについても積極的に受け入れる計画である。」とありますが、バイオマスが

廃棄物に該当する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく所要の許可が必要とな

る場合がありますので、調達計画を明らかにしていただきたい。  

（大船渡保健福祉環境センター） 

【回答】 

【３】にて回答したとおり、計画施設を廃棄物処理施設として申請する予定はありません。 

燃料としてのバイオマスは、【２】にて回答したとおり、基本的には北米からの輸入により調

達する計画です。また、条件などが合致すれば東南アジア産等も対象とします。さらに、近隣市

町村からの供給があれば優先的な受け入れを検討させていただきます。 
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【５】 

《方法書》p15 

 表 2.2-5 において、ボイラー形式や蒸気タービン、排ガス処理設備、排気筒高さ等が当初計

画から変更されている。当初計画の設備と比較して、本設備の導入によりどの程度自然環境へ

の配慮がなされたのか、具体的に説明していただきたい。        （齊藤 貢委員） 

【回答】 

当初計画からボイラー燃焼方式を変更し、燃料を石炭混焼からバイオマス専焼とすることでカ

ーボンニュートラルの考えから CO2 排出量をゼロとしました。また、燃料中の硫黄分が少なくな

ったことから、SOx の削減にも寄与しているものと考えます。 

排ガス処理設備についても当初計画の電気集じん機からより高性能のバグフィルターに変更し

ています。 

当初計画より煙突（排気筒）高さを低くしておりますが、その代わりに排ガス温度を高くする

ことにより当初計画と同等以上の有効煙突高さを確保しているものと考えます。 

 

 

【６】 

《方法書》p15～16 

表 2.2-5，表 2.2-7 において、当初計画より今回の方法書では排気筒(煙突)の高さが大幅に

低くなっている(当初：80ｍ, 方法書：59ｍ）。また、煙突出口ガス温度が、非常に高くなっ

ている。(当初：58℃, 方法書：146℃)。 

煙突出口ガス温度は、これらの措置を講じたことにより、周辺環境への影響は避けられるの

か(煙突の高さを高くして煙突出口ガス温度を下げる必要はないのか)、回答いただきたい。                 

（佐藤 久美子委員） 

【回答】 

今後作成する準備書では今回計画をもとに拡散計算により予測・評価を行います。 

有風時の排ガスの上昇高さ（ΔH）について CONCAWE 式により試算すると、 

当初計画では、ΔH＝101m 

今回計画では、ΔH＝165m 

となります。これに煙突実高さを加えた有効煙突高さは、 

当初計画では、101＋80＝181m 

今回計画では、165＋59＝224m 

となり、有効煙突高さでは今回計画が高くなることから、周辺環境への影響は低減できるもの

と考えます。 

 

 

【７】 

《方法書》p15 

本方法書において排気筒の高さを 80m から 59m に変更しているが、当初計画（第２種事業判

定時）では「ダウンウォッシュを回避し得る高さ」として「h=80m」を設定していた。 

本方法書の「h=59m」とダウンウォッシュ回避との関係について、排ガス処理施設の詳細な

機能（処理原理等）とともに説明願いたい。 

また、当該計画は、永浜地区防災集団移転地区の標高も踏まえた計画なのか併せて説明願い

たい。 

   （環境保全課） 

【回答】 

ダウンウォッシュ時の影響については、集団移転地区に対する影響も含めて、今後の予測・評

価において検討を行う予定です。 

 

 

 

 

SS17081112
タイプライタ
-63-



 

 

【８】 

《方法書》p16 

表 2.2-8 で、復水器の冷却用水として地下水の取水量が示されていますが、現行の水道の取

水量（p.78、表 3.2-6）と合わせて、盛川の流量に対してどの程度の割合に相当するのかお教

えいただきたい。 

また、渇水期の流量に基づいて試算していただき、その影響（帯水層への海水の流入、地盤

沈下の可能性、水道水源への影響）について評価していただきたい。   （伊藤 歩委員） 

【回答】 

「大船渡市水道事業所平成 29 年度水質検査計画」によると、浅井戸を水源としている第 2浄

水場、第 3浄水場、長崎浄水場の給水能力の合計は、13,430m3/日となっています。 

計画施設のプラント用水は 5,500m3/日を予定しています。 

平成２６年３月策定「大船渡湾水環境保全計画」によると盛川の流量は 74,254m3/日とされて

います。 

浄水場の給水能力に計画施設のプラント用水を加えた割合は、（13,430m3/日＋5,500m3/日）÷

（74,254m3/日＋13,430m3/日）＝21.6％となります。 

プラント用水取水に伴う影響については、渇水期の調査結果も踏まえて準備書にて明らかにす

る方針です。 

 

 

【９】 

《方法書》p18～p19 

プラント用水取水井戸の設置候補地の位置が、当初計画と今回の方法書では変更されてい

る。この理由を教えていただきたい。               （佐藤 久美子委員） 

【回答】 

当初計画における取水井戸設置候補地は、敷地所有者の土地範囲に不正確な部分があったこと

から、今回の計画で範囲を修正させていただきました。 

 

 

【10】 

《方法書》p16 

当該地区における井戸利用者の調査状況及び当該井戸への影響について説明願いたいこと。   

（環境保全課） 

【回答】 

現時点では調査を行っていませんが、プラント用水の取水候補地が確定した時点で周囲の状況

を確認する計画です。 

プラント用水の取水に伴う影響については準備書にて予測・評価を行う予定です。 

 

 

【11】 

《方法書》p17 

(6) 一般排水に関する事項では、発電所からの一般排水を下水道に放流する計画となってい

るが、一般排水の放流水量及び放流時の水温が、大船渡市の下水道処理施設にかかる負荷につ

いて検討していただきたい。              （大船渡保健福祉環境センター） 

【回答】 

「大船渡市下水道条例」によると温度が 45℃未満の排水については除害施設を介さずに下水

道に排水することができるとされています。計画ではプラント用水の排水として流量 1,550m3/日

を 30℃以下の温度で下水道に排水する計画としています。 
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【12】 

《方法書》p17 

１ プラント用水を 1,550 ㎥/日下水道放流する計画であるが、プラント全体で使用する収支

フロー（一日の使用水量、各工程での使用水量、蒸発分等などを含めたフロー）を示すとと

もに、最大 1,550 ㎥/日下水道放流可能であることを下水道管理者に確認した結果等を説明

願いたいこと。 

２ 下水道放流時のプラント用水の水温を示すとともに、当該温度で下水道放流可能であるこ

とを下水道管理者に確認した結果等を説明願いたいこと。 

   （環境保全課） 

【回答】 

１ プラント用水の収支フロー図については別紙１に示すとおりです。 

  大船渡市下水道事業所からは「下水道処理区域内であるため下水道処理について受け入れ

ざるを得ない。」との見解をいただいております。 

 

 ２ 大船渡市下水道事業所からは「発電所での排水温度が 45℃未満で、下水道法による排水

基準に適合していれば下水道処理施設での受け入れは可能である。当該施設に排水温度を

下げる設備はなく現行の管渠では受け入れできないため、発電所の建設が決定した場合に

は下水道事業計画を検討していく。」との見解をいただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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【13】 

《方法書》p32 

 図 3.1-7 に、湾口防波堤の位置を記載していただきたい。      （由井 正敏委員） 

【回答】 

準備書において明示します。（下図参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【14】 

《方法書》p49～p66 

 開発予定区域内は、希少な動物、哺乳類の生息が確認されていることから、専門家等の意見

を踏まえたうえで、十分な対策を講ずるよう検討していただきたい。    （自然保護課） 

【回答】 

p.49～66 については、文献資料における調査結果を整理したものです。計画地は埋立地であ

り、樹林地などは分布していません。平成 28 年 1、2月に実施した現地調査において鳥類の貴重

な種の生息が確認されていますが、計画地を繁殖・採餌環境として利用している種は確認できま

せんでした。事業の実施にあたっては、専門家などの意見を踏まえたうえで必要な対策を講じて

まいります。 

 

 

【15】 

《方法書》p92 

(2) 産業廃棄物の処理状況 

  出典を「都道府県別・種類別排出量推計値一覧表(平成 25 年度実績値)」としています

が、正しい出典は「産業廃棄物排出・処理状況調査(平成 25 年度実績)」ですので、修正し

ていただきたい。 

(4) 廃棄物に係る苦情の状況 

  出典である「公害種類別苦情の受理及び処理状況」において統計処理した「典型７公害以

外の苦情件数」について、本書においては「廃棄物投棄に係る苦情件数」と記載しており、

適切な表現ではありませんので、修正していただきたい。      （資源循環推進課） 

【回答】 

準備書において修正します。 
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【16】 

《方法書》p96 

 建設予定地の向かい側等の防災集団移転促進事業で住民が移転する地区の騒音基準が、今後

どうなるのか、お教えいただきたい。                （由井 正敏委員） 

【回答】 

施設の稼働に伴う騒音の検討において、高台移転地区については「専ら住居の用に供される地

域」として A類型の環境基準（昼間 55dB(A)以下、夜間 45dB(A)以下）を適用し、予測・評価を

行う方針です。 

 

 

【17】 

《方法書》p159 

「2) 環境基準等との整合性に関する検討」において、「揚水孔から独立基礎で 44m 以上、

布・べた基礎で 34m 以上の距離を確保することにより、圧密沈下による建物への構造的な障害

を回避できる」と記載しているが、その範囲内（44m,34m 以内）であれば「構造的な障害」が

生じうるということか説明願いたいこと。 

また、構造的な障害が生じうる場合、その障害を生じさせないための影響半径内での対策を

説明願いたいこと。    

（環境保全課） 

【回答】 

ご指摘の内容（独立基礎で 44m 以上、布・べた基礎で 34m 以上）は当初計画における検討結果

です。今回の計画内容に伴う予測・評価については、準備書にて明らかにする方針です。 

 

 

【18】 

《方法書》p162～164 

 カンムリカイツブリは、日本野鳥の会盛岡の会誌「ヤマセミ」に掲載されたとおり、昨年か

ら岩手県内数か所で繁殖が確認されているので、記述を変更していただきたい。 

                                 （由井 正敏委員） 

【質問】 

準備書において修正します。 

 

 

【19】 

《方法書》p169 

 対象事業実施区域は、岩手県の景観計画区域において一般地域の自然景観地区に指定されて

おり、岩手県景観計画の景観形成基準への適合に努めることが必要です。 

また、景観法第 16 条第１項に基づく届出が必要です。         （都市計画課） 

【回答】 

岩手県景観計画によると、計画地は指定されていませんが、周辺地域は一般地域の農山漁村景

観地区、市街地景観地区、自然景観地区に指定されています。事業実施にあたっては、必要な届

け出等を行ってまいります。 
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【20】 

《方法書》p169 

 建設予定地の向かい側等にある、防災集団移転促進事業等により住民が移転する地区からの

景観を、評価するのかお教えいただきたい。             （由井 正敏委員） 

【回答】 

防災集団移転促進事業により造成整備された高台移転地及び赤崎中学校、住民説明会において

要望のあった厳島神社に眺望地点を選定し、眺望の変化についてフォトモンタージュにより予

測・評価を行う方針です。 

 

 

【21】 

《方法書》p177 

設備計画が当初（第２種事業判定時）から変更していることから、環境影響評価を行うすべ

ての項目について改めて調査、予測及び評価を行うとともに、地域を代表する地点を調査地点

として選定して、当該地点の実測値に基づき予測及び評価を行うこと。    

（環境保全課） 

【回答】 

現地調査については、一部の項目（道路交通騒音・振動、地下水、鳥類、眺望景観）について

は実施しています。また、環境騒音・振動については新たに調査の実施を予定しており、地下水、

眺望景観については追加調査を予定しています。 

当初計画から変更された事項については改めて予測・評価を行う方針です。 

 

 

【22】 

《方法書》p183 

二酸化窒素等の調査及び予測地点を計画地から約５㎞離れた「文献その他の資料調査」地点

とすることは適当ではないのではないか。 

準備書の作成に当たり、「施設の稼働」の項目に関しては、計画地近隣の住宅地や生活関連

施設を代表する地点を複数選定し、春夏秋冬各季において、実測による調査を行う必要があ

る。 

ほかにも、「建設工事に伴う運搬」、「廃棄物の運搬」といった項目ごとに、その特性に応

じた調査地点を選定する必要もある。    

（環境保全課） 

【回答】 

大気質の現況については、経年的な変化も把握できる常時監視測定局における測定結果をもと

に整理することとしています。 
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